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ー
ズ
介
護
保
険
①

庄
原
市
の
介
護
保
険
の
状
況

１ 

高
齢
者
の
状
況

　

本
市
の
現
在
の
高
齢
化
率
は
平
成
26
年
９

月
末
現
在
で
39
・７
％
で
す
が
、
団
塊
の
世
代

が
後
期
高
齢
者（
75
歳
以
上
）に
な
る
10
年
後

の
平
成
37
年（
２
０
２
５
年
）に
は
44
・１
％
と
、

概
ね
市
民
の
２
人
に
１
人
が
高
齢
者
と
な
る

見
込
み
で
す
。
一
方
、
高
齢
者
数
は
平
成
27

年
度
を
ピ
ー
ク
に
減
少
す
る
見
込
み
で
す
が
、

要
介
護
状
態
に
な
る
率
の
高
い
85
歳
以
上
の

方
は
増
え
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
す
。

２ 

要
介
護
認
定
者
数
の
状
況

　

要
介
護
認
定
者
数
は
平
成
26
年
９
月
末
現

在
で
３
９
１
６
人
で
す
。
高
齢
者
人
口
か
ら

推
計
す
る
と
32
年
度
に
４
０
１
６
人
と
な
り
、

37
年
度
ま
で
３
９
０
０
人
台
を
横
ば
い
で
推

移
し
て
い
く
見
込
み
で
す
。

　

要
介
護
認
定
率
も
現
状
か
ら
推
計
す
る
と
、

現
在
の
25
・４
％
か
ら
37
年
度
に
は
27
・５
％
に

な
る
と
予
測
さ
れ
ま
す
。
85
歳
以
上
の
人
口

が
多
く
な
る
た
め
、
高
齢
者
人
口
が
減
少
し

て
も
要
介
護
認
定
者
数
は
あ
ま
り
減
少
し
な

い
見
込
み
で
す
。

３ 

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
給
付
費
の
状
況

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
は
、
第

５
期（
24
年
度
～
26
年
度
）の
３
年
間
で
１

６
８
億
７
千
万
円
の
支
出
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

■
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
給
付
費

平
成
24
年
度　

55
億
１
千
万
円

平
成
25
年
度　

55
億
６
千
万
円

平
成
26
年
度　

58
億
円
（
見
込
み
）

４ 

現
在
ま
で
の
介
護
保
険
料

　

合
併
後
の
平
成
18
年
度
か
ら
の
介
護
保
険

料
の
基
準
額
は
次
の
と
お
り
で
、
９
年
間
で

月
額
２
２
８
１
円
増
加
し
て
い
ま
す
。

■
介
護
保
険
料
（
第
１
号
被
保
険
者
【
65
歳

以
上
】・
基
準
月
額
）

第
３
期
（
18
～
20
年
度
）　

３
４
０
５
円

第
４
期
（
21
～
23
年
度
）　

４
４
４
５
円

第
５
期
（
24
～
26
年
度
）　

５
６
８
６
円

５ 

第
６
期（
27
～
29
年
度
）の
介
護
保
険
料

　

第
６
期
は
、
要
介
護
認
定
者
数
の
増
加
や

第
５
期
期
間
中
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の

整
備
な
ど
に
よ
り
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
が
増
え

る
見
込
み
で
あ
り
、
介
護
保
険
料
の
引
き
上

げ
が
避
け
ら
れ
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
第
６
期
以
降
も
本
市
の
人
口
構
成

か
ら
高
齢
化
率
や
要
介
護
認
定
率
も
上
昇
す

る
と
予
測
さ
れ
る
た
め
、
介
護
保
険
料
の
上

昇
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

　

そ
の
た
め
第
６
期
計
画
で
は
、
介
護
保
険

料
に
直
接
影
響
す
る
介
護
給
付
費
の
上
昇
を

で
き
る
だ
け
抑
え
る
た
め
に
、
10
年
後
を
見

据
え
高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
、
健
康
づ

く
り
な
ど
を
通
じ
て
介
護
予
防
を
図
る
と
と

も
に
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
や
自
立
支
援
に

向
け
た
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
取
り
組
み
ま
す
。

※23年度・26年度は９月月報数、27年度以降は国
のワークシートを利用し推計

※23年度・26年度は９月末人口、27年度以降は国立社会保
障・人口問題研究所の庄原市の推計人口を利用

≪介護保険料の積算方法≫

庄原市で必要な介護
保険サービス給付費

×
第6期１号被保険者負担割合分22％

÷
庄原市の65歳以上の人数

　介護保険事業は、介護保険料と国、
県、市の公的補助で運営しています。
介護保険サービス利用者が増えれば
介護保険サービス給付費が増え、介
護保険料は上がる仕組みになってい
ます。そのため受給バランスを考え
介護保険料を設定しています。

　

市
は
現
在
、
平
成
27
年
度
か
ら
29
年
度
ま
で
の
３
年
間
を
計
画
期
間
と
す
る
「
第
６
期

庄
原
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
」
を
策
定
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
計
画
の
中
で
本
市
の
高
齢
者
福
祉
や
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
方
向
性
を
定
め
る
と
と

も
に
、
サ
ー
ビ
ス
に
必
要
な
給
付
費
な
ど
の
見
込
み
を
立
て
、
来
年
度
以
降
３
年
間
の
介
護

保
険
料
を
定
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

介
護
保
険
制
度
の
運
用
は
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
よ
り
介
護
保
険
へ
の
関
心
、
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
今
月
か
ら
シ
リ
ー
ズ
で

連
載
し
て
い
き
ま
す
。
今
回
は
、
本
市
の
介
護
保
険
の
状
況
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

  　広報しょうばら｜２０１５．１月号｜ 12


